
職員団体との交渉の議事要旨

（開催日時）

令和５年３月８日（水）１３：３０～１４：３０（６０分間）

（開催場所）

札幌第１合同庁舎１０階共用４号会議室

（出席者）

当局側（北海道開発局）

柘植 紳二郞（開発監理部長 、池下 一文（開発監理部次長 、） ）

村津 敏紀（職員課長）

職員団体側（全北海道開発局労働組合）

齋藤 航太郎（書記長 、井端 隼平（書記次長））

（議 題）

【２０２３年統一要求】

１ 職員の健康安全管理について

２ ハラスメントが行われない職場環境の整備について

３ 育児休業等を取得しやすい職場環境の整備について

（要求書に対する回答）

要求書のうち、交渉議題として取り決めた事項について回答（別紙のとおり 。）

（要 旨）

（ ） 、 。職員団体 新型コロナウイルスについて どのような感染防止対策を行っているのか

（当 局） ３密の回避、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いの励行、発熱等の

症状を呈した職員の出勤自粛等、基本的な感染防止対策の継続のほか、ＷＥ

、 。Ｂ会議システムの活用 テレワークの実施などの取組を継続して行っている

（職員団体） メンタル系疾患の原因は把握しているか。

（当 局） メンタル系疾患の発症要因は様々であり、複合的な要因により発症に至る

ケースもあることから、健康管理医等と連携しながら、個々の職員に応じた

対応策を実施しているところである。

また、新たな疾患を防ぐ対策として、全職員を対象としたストレスチェッ

クや、若年層向けのメンタルヘルス講習会を実施するなどし、自身のメンタ

ル不調への気づきを促しているところである。

（職員団体） 作業立会等により山奥や高所など、危険が伴う現場に行くこともあるが、

安全対策はどのように行っているのか。

（当 局） 管理者は、職員が現場監督等で危険な現場に赴く際は、ヘルメットやハー

ネスなどの保護具の着用等、安全対策の確認を行っているが、引き続き、安

全対策の徹底を図るよう、指導していきたい。



（職員団体） アンケートでは、職場でのハラスメントについて、組合員から様々な報告

が挙げられている。上司からの理不尽な叱責や高圧的な言動、差別的な対応

があるとの声があるが、当局としてどう受け止めるか。

（当 局） どのような状況でそのような言動がなされたか不明なため、ハラスメント

であるとは一概に言えないが、ハラスメントは職員の人格と尊厳を侵害する

ものであり、あってはならないものだと考えている。

（職員団体） アンケートによると、介護等を必要とする家族のいる組合員がおり、職員

の年齢構成上、年々増えていくと考えられるが、仕事と介護を両立できる職

場環境をどう作っていくのか。

（当 局） 職員の年齢構成上、仕事と介護の両立は極めて重要な課題であると考えて

おり、イントラネットに支援制度の情報や職員の体験談を掲載するなどし、

職場環境の整備に向けた取組を進めているところである。

（ 。 ）※文責は北海道開発局当局 相手方未確認 今後修正があり得る



交 渉 議 題 に 係 る 回 答 メ モ

（２０２３年統一要求）

令和５年３月８日

職員の健康安全管理について

、 、健康安全管理は 職員が職務を遂行する上で重要な問題であると認識しており

当局としては、毎年度策定する「健康安全管理計画」に基づき、各種の健康安全

教育のほか、定期健康診断等による健康管理、職場の安全点検等による安全管理

を計画的に推進し、職員の健康の保持増進と安全の確保を図っているところであ

る。

、 、 、 、令和５年度の計画においては 引き続き 心の健康づくり 生活習慣病対策等

長時間の超過勤務を行った職員の健康管理、公務上災害の防止、新型コロナウイ

ルス感染症対策を重点に取り組むこととしている。また、計画作成に際しては、

広く職員の意見等を聴き、必要な措置を講じていくこととしている。

心の健康づくりについては、引き続き、ストレスチェックやメンタルヘルス教

育の実施により心の不健康な状態の未然防止に取り組むとともに 健康管理医 精、 （

神科医）やカウンセラーによる心の健康相談を実施する。職員の職場復帰に当た

っては、人事院の指針に沿った円滑な職場復帰支援策を進めていく。

ハラスメントが行われない職場環境の整備について

ハラスメントについては、一般的に、職員の人格と尊厳を侵害し、勤労意欲を

減退させるほか、職場内の秩序を乱し、職場の活力低下を招くなど、職場環境が

害される要因となるものであり、その防止に努めていく必要がある。

ハラスメントの防止に当たっては、管理者・職員の双方において、ハラスメン

トに関する問題意識と具体的な行為に関する認識を共有することが重要であり、

各種の会議や研修等の機会を捉えて周知啓発を図るなどして、良好な職場環境づ

くりに努めていく考えである。



育児休業等を取得しやすい職場環境の整備について

職員が仕事と家庭生活の調和を図ることができるよう職場全体で支援していく

ことは、当局としても重要であると考えている。

当局においては 「女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のため、

の国土交通省取組計画」に基づき、男女問わず職員が責任と誇りをもって生き生

きと働けるような環境づくりを目指し、取組を推進しているところである。各種

両立支援制度について、管理者に対し、各種会議、研修等の場で、ワークライフ

バランスの意義を含め周知しているほか、管理者・職員の双方に対しては、制度

の内容、意識啓発リーフレット等をイントラネットへ掲載し周知しているところ

である。

また、各職場の管理者に対しては、関係職員へ適時・適切に両立支援制度の情

報提供を行うとともに、休業者等に係る業務の処理方策を早期に検討するなど、

制度を活用しやすい職場環境づくりに努めるよう、引き続き指導していく考えで

ある。


